
剣聖髙野佐三郎顕彰会　設立総会

令和5年5月28日　午後3時

秩父神社　参集殿
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乾杯

歓談

閉会の挨拶

剣聖髙野佐三郎顕彰会発足に寄せて

歓談

〆

1

剣聖髙野佐三郎顕彰会設立総会　次第

開会挨拶

令和5年5月28日午後3時00分開会　 

挨拶

諸報告

剣聖髙野佐三郎顕彰会会則について

剣聖髙野佐三郎顕彰会会長選出について

剣聖髙野佐三郎顕彰会役員の選出について

開会挨拶

議案第１号

議案第２号

議案第３号

（１）剣聖髙野佐三郎顕彰会発起人会会計報告

（２）剣聖髙野佐三郎顕彰会賛同者報告

議案第４号

閉会挨拶

（２）質疑

剣聖髙野佐三郎顕彰会令和５年度事業計画及び予算(案)につ
いて

１部 諸報告及び議事

２部 懇親会

議事

（１）諸手続きについて

その他



№ 氏名 在住地 備考

1 阿佐美 健司 横瀬町 出席

2 浅見 真一 秩父市 出席

3 新井 美和子 秩父市 出席

4 五十嵐 功 前橋市

5 池田 克生 秩父市 出席

6 池田　武 秩父市

7 石田 昭二 伊奈町 出席

8 井上 彰博 小鹿野町

9 井上　靖 秩父市

10 今井 美行 秩父市

11 岩田 勝宏 秩父市

12 大河原 直弘 熊谷市 出席

13 太田 雅孝 秩父市 出席

14 奥田 良一 上尾市

15 柿沼 日出美 熊谷市

16 川下 紘生 蓮田市

17 小石川 満 横瀬町

18 小島 光正 長瀞町 出席

19 齋藤　勲 秩父市

20 設楽　浩 秩父市 出席

21 柴崎 　正 寄居町 出席

22 島田 憲一 秩父市 出席

23 鈴木　誠 皆野町

24 関根 　修 横瀬町 出席

25 薗田　建 秩父市 出席

26 髙橋 徹也 横瀬町 出席

27 鶴間 信好 熊谷市 出席

28 利根川 博司 熊谷市

29 堀口 義正 秩父市 出席

30 町田 　進 秩父市 出席

31 町田 廣文 秩父市 出席

32 松本 和良 秩父市 出席

33 持田 　泰 長瀞町 出席

34 持田 嘉男 秩父市 出席

35 山岸 磯廣 小鹿野町

36 吉橋 守夫 皆野町

五十音順
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令和5年5月28現在

剣聖髙野佐三郎顕彰会　設立賛同者一覧



第１条 （名称）

第２条 （目的）

(１)

(２)

(３)

第３条 （事業）

(１)

(２)

(３)

(４)
第４条

第５条 (役員)

第６条 (選任)

第７条

第８条

第９条 (退会)

第10条 (諸会議)

第11条 (経費)

第12条
第13条

第14条 (設立年月日)

（会員組織） 　本会は、第２条（目的）に賛同した者が会員となり、その者が組織す
る。なお、本会に入会しようとする者は、入会届を提出しなければならな
い。

　退会を希望する者は、退会届を提出しなければならない。なお、２年間会費を
滞納した者は退会したものとする。

剣聖髙野佐三郎顕彰会　会則（案）

剣道文化並びに剣聖髙野佐三郎の広報活動。

講演会などの活動。

剣道大会並びに講習会。

本会の目的を達成するための事業

　本会の役員並びにその定員は、次のように定める。この役員は役員会を構成す
る。

顧問　若干名　会長　１名　副会長　３名（部会長を兼ねる）事務局長　１名

会計　１名　理事　若干名　監事　２名　

事務局長は、事務を調整・整理する。

会計は、会費等の金銭管理をする。

監事は、事業並びに会計の監査をする。

(役員の任期) 　役員の任期は、３年とし再任を妨げない。ただし、補欠による者の任期
は前任者の残任期間とする。

(会則の変更) 　本会の会則を変更する時は、総会において出席者の３分の２以上の同意
がなければならない。

本会の設立年月日は、令和５年５月２８日とする。

　本会の会議は、総会、役員会、四役会の３種とし、総会は年１回以上、役員
会、四役会は、随時行うものとする。会議の可否は、過半数により、可否同数の
場合は議長採決とする。なお、四役会は、会長、副会長、事務局長、会計で構成
する。

(会計年度) 本会の会計年度は、毎年４月１日より始まり翌年３月３１日に終わる。

理事は、事業を検討し執行を決定する。

顧問は、会の運営に関して助言する。
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会長は、役員会の推薦を受け総会の承認を得る。

本会の名称は、剣聖髙野佐三郎顕彰会（事務局は会長宅）とする。

本会の目的は、次の３項目とする。

剣聖髙野佐三郎を顕彰し、その功績を後世に伝える。

日本の剣道文化に寄与する。

地域の発展に寄与する。

顧問、副会長並びに役員は、会長、役員会の推薦を受け、総会の承認を得る。

　本会運営の経費は、会費並びに篤志者の寄付金をもって充てる。なお、年会費
は１口２，０００円とする。

(役員の任務) 会長は、会を代表し会務を統括する。

副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。

本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。



〇

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

〇

1 … 円

（１）会費　 円

（２） 円

2 … 円

（１） 円

（２） 円

（３） 円

（４） 円

（５） 円

（６） 円

講習会費 30,000
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事務費 20,000

予備費 26,864

広報費 10,000

設立総会費 20,000

講演会費 50,000

支出の部 156,864

剣聖髙野佐三郎顕彰会発起人会残金 32,864

剣聖髙野佐三郎顕彰会　令和5年度事業計画及び予算（案）

事業計画

設立総会の開催

講演会の開催

講習会の開催

124,000

広報活動

会員の募集

予算

収入の部 156,864
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